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児
童
扶
養
手
当
・

遺
児（
県
・
町
）手
当

母
子
家
庭
等
の
生
活
の
安
定
と
児
童
の
健
全
育
成
の
た
め
手
当
を
支
給
す

る
制
度
で
す
。
一
定
の
所
得
以
内
の
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

次
の
要
件
に
当
て
は
ま
る
18
歳
以
下

（
18
歳
到
達
の
年
度
の
末
日
）の
児
童（
一

定
の
障
害
が
あ
る
と
き
は
、
20
歳
未
満
）

を
監
護
し
て
い
る
母
ま
た
は
養
育
し
て

い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

・
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

・
父
が
死
亡
し
た
児
童

・
父
が
重
度
の
障
害
に
あ
る
児
童

・
父
か
ら
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
児

童
・
父
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童

・
母
が
婚
姻
し
な
い
で
生
ま
れ
た
児
童

・
父
・
母
と
も
不
明
で
あ
る
児
童

◉
次
の
よ
う
な
場
合
は

　

手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

・
児
童
が
公
的
年
金
ま
た
は
遺
族
補
償

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

・
児
童
が
父
に
支
給
さ
れ
る
障
害
基
礎

年
金
の
加
算
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
き

・
児
童
が
児
童
入
所
施
設
等
に
入
所
ま

た
は
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
と
き

・
母
の
配
偶
者（
内
縁
関
係
も
含
む
）に
養

育
さ
れ
て
い
る
と
き

　
（
父
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
場
合
は
除
く
）

・
母
ま
た
は
養
育
者
が
公
的
年
金
給
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

　
（
老
齢
福
祉
年
金
を
除
く
）

・
母
ま
た
は
養
育
者
が
支
給
要
件
に
該
当

し
て
か
ら
平
成
15
年
４
月
１
日
時
点
で

５
年
が
経
過
し
て
も
請
求
し
な
か
っ
た

と
き

◉
手
当
の
額

　

児
童
一
人
当
た
り
月
額

　

全
部
支
給 

４
１
７
２
０
円

　

一
部
支
給 

９
８
５
０
円

　
　
　
　
　

 

～
４
１
７
１
０
円

※
２
人
目
は
５
０
０
０
円
、
３
人
目
以
降

は
一
人
に
つ
き
３
０
０
０
円
加
算

◉
支
給
制
限

　

受
給
資
格
者
お
よ
び
そ
の
扶
養
義
務

者
等
の
前
年
の
所
得
が
限
度
額
以
上
あ

る
場
合
は
、
そ
の
年
度（
８
月
か
ら
翌
年

の
７
月
ま
で
）は
、
手
当
の
全
部
ま
た
は

一
部
が
支
給
停
止
さ
れ
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当

る
と
き

◉
手
当
の
額

　

児
童
一
人
当
た
り
月
額

　

愛
知
県
遺
児
手
当 

４
５
０
０
円

※
支
給
開
始
か
ら
５
年
間
の
み
支
給

　
（
た
だ
し
、
４
年
目
か
ら
５
年
目
の
２

年
間
は
支
給
額
が
半
額
に
な
り
ま
す
）

　

大
治
町
遺
児
手
当 

２
０
０
０
円

※
支
給
開
始
か
ら
５
年
間
の
み
支
給

◉
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場 

民
生
課

　

内
線
１
６
７

　

次
の
要
件
に
当
て
は
ま
る
18
歳
以
下

（
18
歳
到
達
の
年
度
の
末
日
）の
児
童
を
監

護
、
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
と
同
様
の
所
得
限
度
額
が

適
用
さ
れ
ま
す
。

・
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
害
に
あ
る
児

童
・
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
行
方
不
明
で

あ
る
児
童

・
父
ま
た
は
母
に
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て

い
る
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て

い
る
児
童

・
婚
姻
し
な
い
で
生
ま
れ
た
児
童

◉
次
の
よ
う
な
場
合
は

　

手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

・
児
童
が
児
童
入
所
施
設
等
に
入
所
ま

た
は
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
と
き

・
児
童
が
父
ま
た
は
母
の
配
偶
者（
内
縁

関
係
も
含
む
）に
養
育
さ
れ
て
い
る
と

き
※
父
ま
た
は
母
に
重
度
の
障
害
が
あ
る

場
合
は
除
く　

・
児
童
が
県
外（
大
治
町
遺
児
手
当
は
町

外
）に
住
所
を
置
い
て
い
る
と
き

・
監
護
・
養
育
し
て
い
る
方
・
扶
養
義

務
者
の
前
年
の
所
得
が
限
度
額
以
上
あ

遺
児（
県
・
町
）手
当



2 広報

障
害
者
手
当
制
度
等

手
帳
を
お
持
ち
の
方
に
は
、
手
帳
の
区
分
お
よ
び
等
級
に
応
じ
、
手
当
が

支
給
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
一
部
の
手
当
は
支
給
対
象
で
あ
っ
て
も
所
得
制
限
な
ど
の
た
め
、

支
給
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
在
宅
の

障
害
者
に
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
た

だ
し
、
特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
福

祉
手
当
、
経
過
的
福
祉
手
当
の
受
給
者

お
よ
び
施
設
入
所
者
ま
た
は
65
歳
以
上

に
な
っ
て
か
ら
新
た
に
障
害
者
と
な
っ

た
方
は
除
き
ま
す
。

❶
身
体
障
害
１
～
２
級
で
Ｉ
Ｑ
35
以
下
の

方
❷
身
体
障
害
１
～
２
級
の
方
、
Ｉ
Ｑ
35
以

下
の
方
ま
た
は
身
体
障
害
３
級
の
障
害

を
有
し
、
ＩＱ
50
以
下
の
方

◉
手
当
の
額

❶
月
額 

１
６
１
０
０
円

❷
月
額 

７
０
０
０
円

◉
支
給
制
限

　

所
得
制
限
と
併
給
制
限
が
あ
り
ま
す
。

愛
知
県

在
宅
重
度
障
害
者
手
当

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
20
歳
以
上

の
障
害
者（
施
設
入
所
者
お
よ
び
長
期
入

院
者
を
除
く
）に
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

❶
身
体
障
害
２
級（
一
部
を
除
く
）以
上
の

障
害
を
重
複
し
て
有
す
る
方

❷
身
体
障
害
２
級（
一
部
を
除
く
）以
上
の

障
害
を
有
す
る
方
で
、
Ｉ
Ｑ
20
以
下
の

方
ま
た
は
常
時
介
護
が
必
要
な
精
神
障

害
を
有
す
る
方

❸
身
体
障
害
２
級（
一
部
を
除
く
）以
上
の

障
害
を
有
す
る
方
ま
た
は
Ｉ
Ｑ
20
以
下

の
方
も
し
く
は
常
時
介
護
が
必
要
な
精

神
障
害
を
有
す
る
方
で
、
他
に
身
体
障

害
３
級
相
当
の
障
害
を
２
つ
以
上
有
す

る
方

❹
身
体
障
害
２
級（
一
部
を
除
く
）以
上
の

障
害
を
有
す
る
方
ま
た
は
Ｉ
Ｑ
20
以
下

の
方
も
し
く
は
こ
れ
と
同
程
度
の
障
害

ま
た
は
病
状
を
有
す
る
方
で
、
日
常
生

活
に
お
い
て
ほ
ぼ
全
面
介
護
が
必
要
な

方

◉
手
当
の
額

国
制
度
分

　

月
額 

２
６
４
４
０
円

県
制
度
分
・
国
制
度
分
に
加
算
し
て
支
給

・
身
体
障
害
１
級
ま
た
は
２
級
の
障
害
を

有
し
、
Ｉ
Ｑ
35
以
下
の
方 

　

月
額 

７
０
９
０
円

・
身
体
障
害
１
級
ま
た
は
２
級
の
障
害
を

有
す
る
方
ま
た
は
Ｉ
Ｑ
35
以
下
の
方

　

月
額 

１
０
９
０
円

◉
支
給
制
限

　

所
得
制
限
と
併
給
制
限
が
あ
り
ま
す
。

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
20
歳
未
満

の
障
害
者（
障
害
を
事
由
と
し
た
年
金
受

給
者
お
よ
び
施
設
入
所
者
を
除
く
）に
手

当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

❶
身
体
障
害
１
級（
２
級
の
一
部
を
含
む
）

の
障
害
を
有
す
る
方

❷
Ｉ
Ｑ
20
以
下
の
方

❸
上
記
と
同
程
度
の
障
害
ま
た
は
病
状
で

常
時
介
護
が
必
要
な
方

◉
手
当
の
額

国
制
度
分

　

月
額 

１
４
３
８
０
円

県
制
度
分
・
国
制
度
分
に
加
算
し
て
支
給

特
別
障
害
者
手
当

・
身
体
障
害
１
級
ま
た
は
２
級
の
障
害
を

有
し
、
Ｉ
Ｑ
35
以
下
の
方

　

月
額 

７
１
６
０
円

・
身
体
障
害
１
級
ま
た
は
２
級
の
障
害
を

有
す
る
方
ま
た
は
Ｉ
Ｑ
35
以
下
の
方

　

月
額
１
１
６
０
円

◉
支
給
制
限

　

所
得
制
限
と
併
給
制
限
が
あ
り
ま
す
。

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
20
歳
以
上

の
障
害
者（
施
設
入
所
者
を
除
く
）で
、
従

来
の
福
祉
手
当
受
給
者
の
う
ち
特
別
障
害

者
手
当
、
障
害
基
礎
年
金
お
よ
び
特
別
障

害
給
付
金
の
い
ず
れ
も
受
給
し
て
い
な
い

方
に
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

❶
身
体
障
害
１
級（
２
級
の
一
部
を
含
む
）

の
障
害
を
有
す
る
方

❷
Ｉ
Ｑ
20
以
下
の
方

❸
上
記
と
同
程
度
の
障
害
ま
た
は
病
状
で

常
時
介
護
が
必
要
な
方

◉
手
当
の
額

国
制
度
分

　

月
額 

１
４
３
８
０
円

県
制
度
分
・
国
制
度
分
に
加
算
し
て
支
給

・
身
体
障
害
１
級
ま
た
は
２
級
の
障
害
を

有
し
、
ＩＱ
35
以
下
の
方

障
害
児
福
祉
手
当

経
過
的
福
祉
手
当
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特
別
児
童
扶
養
手
当

身
体
・
知
的
発
達
ま
た
は
精
神
に
障
害
の
あ
る
児
童
の
福
祉
の
増
進
を
図

る
た
め
手
当
を
支
給
す
る
制
度
で
す
。

　

次
の
要
件
に
当
て
は
ま
る
20
歳
未
満
の

障
害
者
を
育
て
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま

す
。

❶
ＩＱ
35
以
下
程
度
ま
た
は
身
体
障
害

　

１
～
２
級
程
度
の
方

❷
Ｉ
Ｑ
50
以
下
程
度
ま
た
は
身
体
障
害

　

３
級（
４
級
の
一
部
を
含
む
）程
度
の
方

◉
次
の
よ
う
な
場
合
は

　

手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

・
受
給
者
が
子
ど
も
を
扶
養
し
な
く
な
っ

た
と
き

・
子
ど
も
が
児
童
福
祉
施
設
等
に
入
所

し
た
と
き

◉
問
い
合
わ
せ
先

　

役
場 

民
生
課

　

内
線
１
６
９

◉
手
当
の
額

❶
月
額 

５
０
７
５
０
円

❷
月
額 

３
３
８
０
０
円

◉
支
給
制
限

　

受
給
資
格
者
お
よ
び
そ
の
扶
養
義
務

者
等
の
前
年
の
所
得
が
限
度
額
以
上
あ

る
場
合
は
、
そ
の
年
度（
８
月
か
ら
翌
年

の
７
月
ま
で
）は
手
当
の
全
部
ま
た
は
一

部
が
支
給
停
止
さ
れ
ま
す
。

　

月
額 

７
１
６
０
円

・
身
体
障
害
１
級
ま
た
は
２
級
の
障
害
を

有
す
る
方
ま
た
は
ＩＱ
35
以
下
の
方

　

月
額 
１
１
６
０
円

　南小学校の児童が、去る５月
25日（月）に三本木字柳原にあ
る公園の花壇に、自分たちで描
いた図柄を基に、楽しみながら
マリーゴールドや日々草を植え
ました。
　付近を通ることがありました
ら、ぜひお立ち寄りください。

問い合わせ先
　役場　経済課　内線 159

【表紙写真】

南小学校
　６年生児童が
　　花を植えました！

環
境
学
習

西
小
学
校

　

６
月
18
日（
木
）、

西
小
学
校
４
年
生
を

対
象
と
し
て
、
総
合

的
な
学
習「
西
っ
子
エ

コ
ラ
イ
フ
」と
題
し
、

資
源
の
分
別
・
回
収

の
見
学
を
し
ま
し
た
。

　

種
類
ご
と
に
分
別

し
、
実
際
に
パ
ッ
カ

ー
車
に
投
入
す
る
な

ど
の
経
験
を
通
し
て
、

ビ
ン
や
缶
、
雑
古
紙

な
ど
が
資
源
と
な
る

こ
と
を
再
認
識
し
、

ご
み
を
減
ら
す
こ
と

で
地
域
に
貢
献
で
き

る
こ
と
を
学
び
ま
し

た
。


